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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミクロトームで首尾よく切片化することができ、組織の固定、処理、染色に使用される
溶液および化学物質による劣化に耐性がある材料から形成される組織支持体と、
　前記組織支持体に結合される、弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体であっ
て、処理および包埋中、組織に弾性的に係合し組織を定位置に維持するように構成され、
さらに前記ミクロトームで首尾よく切片化することができ、組織の固定、処理、染色に使
用される前記溶液および化学物質の浸透、ならびに前記弾性を有する完全に網状化された
連続気泡発泡体によって前記組織を弾性的に維持しながら前記組織を包埋するために使用
される包埋材料の浸透を可能にするように多孔性である弾性を有する完全に網状化された
連続気泡発泡体と、
を含む組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項２】
　前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体が、ポリエーテルまたはポリウレ
タンの少なくとも一方をさらに含む、請求項１に記載の組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項３】
　少なくとも１つの側壁によって囲まれるとともに、底壁を含む凹部を含み、前記凹部が
前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体の少なくとも一部を含むように構成
された、組織収容部分をさらに含む、請求項１に記載の組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項４】
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　前記収容部分に連結されるように構成された蓋をさらに含む、請求項３に記載の組織学
的組織標本支持デバイス。
【請求項５】
　前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体が前記蓋に結合され、前記蓋と前
記収容部分を連結すると、少なくとも一部が前記凹部内へ挿入される、請求項４に記載の
組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項６】
　前記支持体を形成する材料が、組織分析中に妨げとならないように少なくとも半透明で
ある、請求項１に記載の組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項７】
　前記支持体がポリマーから形成される、請求項６に記載の組織学的組織標本支持デバイ
ス。
【請求項８】
　前記ポリマーがフッ素化ポリマーである、請求項７に記載の組織学的組織標本支持デバ
イス。
【請求項９】
　前記ポリマーがフルオロポリマーである、請求項７に記載の組織学的組織標本支持デバ
イス。
【請求項１０】
　フレームと、
　前記フレーム上に解除可能に維持される組織支持体であって、ミクロトームで首尾よく
切片化することができ、組織の固定、処理、染色に使用される溶液および化学物質による
劣化に耐性がある材料から形成される組織支持体と、
　前記組織支持体に結合される弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体であって
、処理および包埋中、組織に弾性的に係合し組織を定位置に維持するように構成され、さ
らに前記ミクロトームで首尾よく切片化することができ、組織の固定、処理、染色に使用
される前記溶液および化学物質の浸透、ならびに前記弾性を有する完全に網状化された連
続気泡発泡体によって前記組織を弾性的に維持しながら前記組織を包埋するために使用さ
れる包埋材料の浸透を可能にするように多孔性である弾性を有する完全に網状化された連
続気泡発泡体と、
を含む組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項１１】
　前記組織支持体が前記フレームに解除可能に結合されるように構成され、前記フレーム
がミクロトームチャック内で解除可能に固定されるように構成されている、請求項１０に
記載の組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項１２】
　前記フレームは内部を含み、前記組織支持体は、前記内部内で少なくとも第１の位置と
第２の位置の間に嵌合し動くように寸法設定され、前記第１の位置は前記組織標本の処理
中に使用され、前記第２の位置は、前記組織標本をミクロトームで切片化できるように、
前記組織を前記フレームから外向きに定位置に露出するために使用される、請求項１１に
記載の組織学的組織標本支持デバイス。
【請求項１３】
　組織学的検査のための１つまたは複数の生検組織標本を作製する方法であって、
　組織標本をミクロトームにより切片化可能な支持体に近接して位置決めするステップと
、
　前記組織標本を前記組織支持体に結合されたミクロトームにより切片化可能な弾性を有
する完全に網状化された連続気泡発泡体と接触させることによって、前記組織標本を前記
支持体上に固定するステップと、
　前記ミクロトームにより切片化可能な支持体、前記発泡体および前記組織標本に、前記
組織標本内の流体を硬化可能な材料に置き換えるプロセスを実施するステップと、
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　前記ミクロトームにより切片化可能な支持体、前記発泡体および前記組織標本を包埋材
料に包埋するステップと、
　前記包埋材料をブロックへと硬化するステップと、
　前記ブロックをミクロトームで、前記包埋材料、前記ミクロトームにより切片化可能な
支持体、前記発泡体および前記組織標本の薄いスライスにスライシングするステップと、
を含む方法。
【請求項１４】
　前記包埋材料がワックスである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ミクロトームにより切片化可能な支持体が前記組織標本を保持するように構成され
た底面部分および前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体を保持する蓋をさ
らに含み、前記組織標本を固定するステップがさらに、
　前記組織標本を、前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体と前記底面部分
との間に閉じ込めるように、前記蓋を前記組織標本の上面の上に閉じるステップを含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記底面部分が、少なくとも１つの側壁によって囲まれた内部空間を含み、前記位置決
めするステップおよび前記固定するステップがさらに、
　前記組織標本を前記内部空間内に置くステップと、
　前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体の少なくとも一部を前記内部空間
内に挿入し前記組織標本と接触させるステップとを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記弾性を有する完全に網状化された連続気泡発泡体が、前記固定するステップ中に前
記組織標本を受ける３次元空間を形成するように変形する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ミクロトームにより切片化可能な支持体が、前記組織標本内の流体を前記硬化可能
な材料に置き換える処理を実施する前にフレームに結合され、前記ブロックをスライシン
グする前に前記フレームをミクロトーム内に固定するステップをさらに含む、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ミクロトームにより切片化可能な支持体、前記発泡体および前記組織標本を前記包
埋材料に包埋するステップの前に、前記ミクロトームにより切片化可能な支持体が、前記
フレーム内の第１の位置から、包埋し次いでミクロトームで同時に切片化するために前記
支持体、前記発泡体および前記組織標本が露出される第２の位置へと動く、請求項１８に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年１２月１２日に出願された特許文献1（係属中）の利益を主張し
、またその開示の全体を参照によって援用する。
【０００２】
　本発明は一般に、病理分析用の組織標本をハンドリングし包埋するための支持体に関し
、より詳細には、１つ又は複数の組織標本を受け、包埋し、その後１つ又は複数の組織標
本とともにミクロトームで切り出すことができる支持体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　様々な組織の疾患及び病態を正確に診断するために、医療従事者は、患者の身体から１
つ又は複数の組織標本を取り出さなければならない。身体から組織を採取するこのプロセ
スは、生検として知られている。１つ又は複数の組織標本が取り出され、病理検査室に送
られると、組織に関連する１つ又は複数の病態を診断するために、組織は、臨床検査技師
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、及び最終的には病理医によって実施される一連の手順を受けることになる。本発明は一
般に、１つ又は複数の組織標本を病理医が顕微鏡下で分析することができるスライドに作
製するために、臨床検査技師によって通常実施されるこれらの手順に関するものである。
【０００４】
　本明細書全体を通じて単数形の「標本」という用語を用いるが、この用語は、「複数の
標本」という複数形も同様に含むことを理解されたい。患者の身体から組織標本が取り出
されると、組織標本は典型的には、組織固定溶液を収容する試料容器中に置かれ、次いで
、容器は病理検査室に移される。組織は、病理検査室では「グロスイン」として知られる
プロセスにかけられることになる。このプロセス中に、臨床検査技師は、容器から組織標
本を回収し、典型的には、組織を組織処理に適切なサイズに切断し、個々の標本を適切に
寸法設定された小型の組織用プラスチックカセット内に置き、各カセットに追跡番号を割
り当てる。次いで、これらの追跡番号を検査室で使用する追跡システムに記録する。擦過
標本などの最も小さい組織標本の場合は、カセットは側面及び底面に微細なメッシュ状の
開口を有する。非常に小さい組織標本を含む他の状況では、標本をティーバッグに似たバ
ッグ内に置き、これら最も小さい組織標本が失われないようにする。比較的大きい組織標
本は、いくらか大型のスロット開口を有するカセット内に置くが、これらの開口は、カセ
ット内の組織標本よりも小さい。
【０００５】
　次いで、カセットをステンレス鋼の穴あきバスケット内に置き、多くの場合は一晩中、
組織処理機にかける。この機械は、真空、熱、及び化学物質の組合せを使用して組織内の
間質液を除去する。組織標本から間質液を除去した後、処理機は、組織標本を溶融パラフ
ィン（すなわち、ワックスの一形態）などの硬化可能な材料の浴に浸して、組織内の隙間
をパラフィンで置き換える。次いで、臨床検査技師は、機械からバスケットを取り出し、
個々の組織カセットを取り出す。長年実施されてきた従来の手順では、臨床検査技師は、
各カセットから組織標本を個々に取り出す。臨床検査技師は、組織用カセットとほぼ同じ
サイズで、溶融パラフィンが部分的に充填されたステンレス鋼のベースモールド内に、組
織のタイプに基づき、組織標本の向きに注意して入れなければならない。組織標本は、モ
ールドの底面に対して、一般には鉗子を使用して手で保持しなければならない。そのよう
にしないと、後にミクロトームで組織標本の適正なスライスを作製することが不可能にな
る可能性がある。次いで、この溶融パラフィンを、熱電式冷却器（ＴＥＣ）とすることが
できる冷却プレート上で急速に冷却し、パラフィンを部分的に固化させ、それにより組織
標本をモールドの底面に対して正しい向きで保持する。その後、カセットをベースモール
ドの上面に置き、やはり典型的にはパラフィンワックスである包埋材料を、カセットの上
部開口を通してベースモールド内に注ぎ込む。この手順のこの時点で、カセットの機能は
、組織を保持するコンポーネントから、ミクロトーム内に設置し、固化したパラフィンか
らミクロトームでシェービング又はスライスを作製するための固定タイプのデバイスに変
わる。ベースモールドは、溶融パラフィンがすべて硬化するまで冷却され、臨床検査技師
は、包埋パラフィンのブロックからステンレス鋼のベースモールドを取り出す。したがっ
て、組織標本は、プラスチックの組織カセットが反対側にある状態で、硬化したパラフィ
ンの矩形のブロック内に包埋される。上記のように、カセットはその後、ミクロトームチ
ャック内で保持器又は固定器として使用することができる。組織処理機の場合と同様に、
包埋プロセスはバッチで実施され、このプロセス中に、平均的な臨床検査技師は１時間あ
たり約４０～６０個のカセットを包埋することができる。
【０００６】
　次いで、包埋された組織標本を含む硬化したパラフィンブロックは、顕微鏡スライド上
に配置するための非常に薄い切片にスライスするよう準備される。臨床検査技師は、包埋
された組織ブロックを、包埋されたプラスチックカセットを有する方のブロック面を受け
るように寸法設定されているミクロトームチャック内に載せる。次いで、臨床検査技師は
、プラスチックカセット表面の反対側に包埋された組織標本を含むパラフィンブロックの
スライシングを開始することができる。これにより、硬化されたパラフィン中に包埋され
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た組織のリボン状の個々のスライスが得られる。ミクロトームの動作が正常に行われると
、個々のスライスは互いにくっつく。その後、これらの非常に薄いリボン状のスライスを
水浴中に浮かべ、このスライスの下に、ガラススライドを注意深く置く。スライスは、薄
く切片化された組織標本がこのスライス内に包埋された状態で、スライドの上面に付着す
る。
【０００７】
　臨床検査技師により組織標本から十分な数のスライドが得られると、これらのスライド
は、自動染色機内に置かれる。染色機では、一連の浸潤ステップを経て、このスライドの
異なる組織及び細胞が異なる色に染色される。これにより、病理医が異なる構造を識別す
る助けになり、組織中の異常を発見することがより容易になる。この染色手順が完了した
後、スライドにカバーガラスを載せ、それらを病理医が顕微鏡下に置いて分析する準備が
整えられる。
【０００８】
　上記で示した手順の概要に基づいて、従来の組織標本のハンドリング及び処理が、臨床
検査技師によって実施されるいくつかの手作業のステップを伴う非常に労力を要するプロ
セスであることが理解されよう。したがって、手根管症候群など、繰り返し圧迫を受ける
ことによる障害が蔓延している。これは、組織標本を包埋するプロセスに特に当てはまる
。これら複数の手作業の操作及び繰り返される組織のハンドリングにより、人的ミスが起
きやすくなり、さらに、病理医による分析を行うために最終的にスライドに付着させる組
織標本を、正確な診断が行われるように最適な状態かつ向きになるようにするために、高
度な訓練を受けた熟練臨床検査技師が必要になる。
【０００９】
　特許文献２及び特許文献３、及び特許文献４、特許文献５及び特許文献６は、グロスイ
ン、包埋、及びミクロトーム又はスライシングの手順の際の組織標本の新しい保持方法を
含む、本技術領域の様々な改良を開示している。特許文献２及び特許文献４、特許文献５
、及び特許文献６の開示は、その全体を参照によって本願に援用する。例えば、特許文献
２は、カセットとすることができ、ミクロトームを使用して首尾よく切片化することがで
きる、組織を閉じ込め支持するデバイスに関する。そのようなカセットを使用する場合、
組織標本をカセット内に固定し、組織液をパラフィンで置き換える処理にかける。次いで
、その後顕微鏡スライド上に載せるために、この組織標本及びカセットを同時にスライス
する。この組織標本は、組織処理機で処理するときから、ミクロトームで切断又はスライ
スするときまで、カセットから取り出さないので、かなりの長さのハンドリングの時間が
節約される。さらに、別個の組織ハンドリングステップが不要になるために、人的ミス又
は組織の損失の可能性がかなり小さくなる。特許文献２及び上記で援用した特許文献１は
、プロセス全体の自動化を助け、及び新しい組織支持体（例えば、カセット）と併せて、
手順全体中におけるハンドリングステップをさらに少なくし、手順をさらに信頼性の高い
ものにすることができる、さらなる改良も一般に開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許仮出願第６０／８６９，６２９号
【特許文献２】米国特許第５，８１７，０３２号
【特許文献３】米国特許第７，１５６，８１４号
【特許文献４】米国特許出願公開第２００５／０２２６７７０号
【特許文献５】米国特許出願公開第２００５／０１４７５３８号
【特許文献６】米国特許出願公開第２００５／００８４４２５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　この分野では様々な進歩がなされているが、さらに生産能力を上げ、包埋組織標本及び
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診断に使用される最終的なスライス又はリボン状の包埋組織の品質のばらつきをなくすこ
とに関するさらなる改良がますます求められている。これはより小さい組織標本サイズを
ハンドリングするときに特に重要となることがあるが、本願で開示された改良はすべての
組織標本サイズに当てはまるものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一般的な一実施形態では、組織学的組織標本の支持体が提供され、一般に弾性発泡材料
と結合された組織支持体を含むことができる。弾性発泡材料は３次元的であり、ミクロト
ームにより切片化可能であり、変形可能な構造であり、上記で援用された特許文献２に開
示された、ミクロトームにより切片化可能であり、変形可能な構造に対する改良である。
組織標本支持デバイスは、より詳細には、ミクロトームで首尾よく切片化することができ
、組織の固定、処理、染色に使用される溶液及び化学物質による劣化に耐性がある材料か
ら形成される組織支持体を含むことができる。弾性発泡材料の多孔性によって、組織の固
定、処理、染色に使用される溶液及び化学物質の浸透、ならびに弾性発泡材料によって組
織を維持しながら組織を包埋するために使用される包埋材料の浸透が可能になる。弾性発
泡材料は、圧縮可能であり、処理及び包埋中、組織に係合し組織を定位置に維持し、後に
硬化する液化した包埋材料で隙間又は孔を充填した後、ミクロトームで首尾よく切片化す
ることもできるように構成された厚さを有する。
【００１３】
　弾性発泡材料はさらに、ポリエーテル又はポリウレタンの少なくとも一方を含む発泡体
など、連続気泡発泡体材料を含むことができる。また、連続気泡発泡体は完全に網状化さ
れた発泡体とすることができる。これにより、処理及び包埋手順中に使用される流体を完
全に浸透させることを助ける。ポリエステル、アルギン酸塩、又は、包埋材料を充填する
ことができ、最終的なリボン状の組織及び包埋材料に悪影響を及ぼさずに、ミクロトーム
で首尾よく切片化することができる他の材料など、他の合成及び天然材料を使用すること
もできる。
【００１４】
　支持体はさらに、少なくとも１つの側壁によって囲まれ底壁を含む凹部又は内部領域を
含む組織収容部分を含むことができる。凹部又は内部領域は、デバイスを製造する間、あ
るいは、処理及び包埋手順中に組織標本を定位置に維持するために、ユーザが発泡材料を
凹部又は内部領域へと挿入する間、弾性発泡材料の少なくとも一部を含むように構成する
ことができる。支持体はさらに、収容部分に連結されるように構成された蓋を有するカセ
ットを含むことができる。一実施形態では、弾性発泡材料は蓋に結合され、蓋を収容部分
に連結すると、少なくとも一部が凹部へと挿入される。
【００１５】
　支持体を形成する材料は、組織分析中に妨げとならないように、少なくとも半透明とす
ることができる。例えば、支持体は、フッ素化ポリマー又はフルオロポリマー（例えば、
ＰＦＡ）を含むポリマーなど、上記で援用された特許及び特許出願で開示されたいずれの
材料からも形成することができる。
【００１６】
　アセンブリは、支持体及び別個のフレームで構成することができる。そのようなアセン
ブリでは、組織支持体がフレーム上に解除可能に維持され、フレームはさらに、ミクロト
ームチャック内で解除可能に固定されるように構成される。フレームは内部をさらに含む
ことができ、組織支持体は、内部内で少なくとも第１の位置と第２の位置の間に嵌合し動
くように寸法設定することができる。第１の位置は組織標本の処理中に使用され、第２の
位置は、組織標本をミクロトームで切片化できるように、組織をフレームから外向きに定
位置に露出するために使用される。
【００１７】
　様々な方法が開示され、又は開示された実施形態及び特徴を詳細に検討することによっ
て明らかとなろう。例えば、組織学的検査のための１つ又は複数の生検組織標本を作製す
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る方法は、
　組織標本をミクロトームにより切片化可能な支持体に近接して位置決めするステップと
、
　組織標本を組織支持体に結合されたミクロトームにより切片化可能な弾性発泡材料と接
触させることによって、組織標本を支持体上に固定するステップと、
　ミクロトームにより切片化可能な支持体、弾性発泡材料及び組織標本に、組織標本内の
流体を硬化可能な材料に置き換えるプロセスを実施するステップと、
　ミクロトームにより切片化可能な支持体、弾性発泡材料及び組織標本を包埋材料に包埋
するステップと、
　包埋材料をブロックへと硬化するステップと、
　ブロックをミクロトームで、包埋材料、ミクロトームにより切片化可能な支持体、弾性
発泡材料及び組織標本の薄いスライスにスライシングするステップとを含むことができる
。
【００１８】
　硬化可能な材料及び包埋材料は、ワックス（例えば、パラフィン）など、同じ材料とす
ることができる。支持体はさらに、組織標本を保持するように構成された底面部分及び弾
性発泡材料を保持する蓋を含むことができる。組織標本を固定するステップはさらに、組
織標本を弾性発泡材料と底面部分の間に閉じ込めるように、蓋を組織標本の上面の上に閉
じるステップを含むことができる。底面部分は、少なくとも１つの側壁によって囲まれた
内部空間を含むことができ、位置決めするステップ及び固定するステップはさらに、組織
標本を内部空間内に置くステップ及び弾性発泡材料の少なくとも一部を内部空間内に挿入
し組織標本と接触させるステップを含むことができる。弾性発泡材料は固定するステップ
中に組織標本を受ける３次元空間を形成するように変形することができる。これにより、
組織標本を支持体又はカセットの底面に対して平坦な所望の形態に固定することを助ける
ことができる。組織に対してかかる弾性発泡材料の力は、組織を固定及び／又は平坦化す
るのに十分であるが、標本の歪みを引き起こすほどではないべきである。ミクロトームに
より切片化可能な支持体は、組織標本内の流体を硬化可能な材料に置き換える処理を実施
する前に、フレームに結合することができる。次いで、方法はさらに、ブロックをスライ
シングする前に、フレームをミクロトーム内に固定するステップを含むことができる。ミ
クロトームにより切片化可能な支持体、弾性発泡材料及び組織標本を包埋材料に包埋する
ステップの前に、ミクロトームにより切片化可能な支持体を、フレーム内の第１の位置か
ら、ミクロトームで同時に切片化するために支持体、弾性発泡材料及び組織標本が露出さ
れる第２の位置へ、動かすことができる。
【００１９】
　本発明のさらなる様々な詳細、特徴、利点及び態様は、以下の例示的でより詳細な説明
を詳細に検討すれば、当業者には容易に明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】フレーム内に受けられた、ミクロトームにより切片化可能な組織カセットを含む
アセンブリの斜視図であり、カセットの蓋が開位置で示されている図である。
【図２】図１と同様であるが、カセットの蓋が閉位置にあることを示す、斜視図である。
【図３】全体的に図２の線３－３に沿って見た断面図である。
【図４】図３と同様であるが、カセット／フレームアセンブリがパラフィンに包埋されて
おり、カセットが切片化のためにフレーム内で第２の下側位置にあることを示す断面図で
ある。
【図５】全体的に図４の線５－５に沿って見た断面図である。
【図６】全体的に図４の線６－６に沿って見た断面図である。
【図７】フレーム内に受けられた、別の実施形態に従って作製されたミクロトームにより
切片化可能な組織カセットを含むアセンブリの斜視図であり、カセットの蓋が開位置で示
されている図である。
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【図８】図７に示すアセンブリと同様であるが、蓋が閉位置にあり、アセンブリがモール
ド内にあることを示す上面図である。
【図９】図８の線９－９に沿って見た断面図であり、蓋が閉位置へと押し込まれているこ
とを概略的に示す図である。
【図１０】図９と同様であるが、カセットの下側部分がモールド内へと延びるように、カ
セットがフレーム内で第２の下側位置にあることを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１及び２は、フレーム１４内に載せられた組織標本カセット１２を含むアセンブリ１
０を全体的に示す。組織カセット１２とフレーム１４の連結は、上記で援用された特許及
び特許出願で開示された方法のいずれかなど、様々な方法で達成することができる。カセ
ット１２は組織支持体として任意の適切な方法で構成することができ、フレーム１４は任
意の適切な方法で構成することができることが理解されよう。上記で援用された特許及び
特許出願で開示された組織支持体（例えば、カセット）及びフレームの構成、特徴、特色
及び材料のいずれも、カセット１２及びフレーム１４に使用することができる。図示され
た実施形態では、カセット１２は多孔性であり、フレーム１４内に解除可能に維持され、
フレーム１４は、ミクロトームチャック（図示せず）内に解除可能に固定されるようにさ
らに構成されている。フレーム１４は一般に、周囲外壁１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ
間に画成された内部を含み、カセット１２は摩擦的又は「スナップ式に」嵌められ、やは
り上記で援用された特許及び特許出願で、同じ目的のために一般に論じられている、少な
くとも第１の位置と第２の位置の間を内部内で動くように寸法設定及び構成されている。
第１の位置は図３に示されており、第２の位置は、フレーム１４をミクロトームチャック
内に維持しながら、カセット１２及び組織標本をミクロトームにより切片化することがで
きるように、カセット１２の下側部分が図３に示されたフレーム１４の下側より下に露出
される位置（図示せず）である。処理、包埋、及び切片化の一般的な手順は、上記で援用
された特許及び特許出願に開示されている。カセットは、上記で援用された特許及び特許
出願に従って、パーフルオロアルコキシエチレン（ＰＦＡ）から形成することができる。
【００２２】
　カセット１２の蓋１２ａは、蝶番１６によってカセット１２の本体１２ｂと結合するこ
とができる。蓋１２ａもまた、カセット本体１２ｂ上のフィンガー又は突起コネクタ１３
が蓋１２ａの４つの側面のそれぞれにある蓋１２ａの外側フランジ１５と係合することに
よって、図２に示す閉位置へとスナップ嵌めすることができる。蓋１２ａには、例えばポ
リエーテル又はポリウレタンの少なくとも１つを含む発泡体などの連続気泡発泡体材料と
することができ、及び完全に網状化された発泡体とすることができる、弾性発泡材料２０
が乗せられている。ここで「完全に網状化された」とは、発泡体の少なくとも実質的にす
べての気泡が開放されていることを意味する。図１に示すように、１つ又は複数の組織標
本を、少なくとも１つの側壁３２によって囲まれ底壁３４を含む凹部又は内部領域を画成
することができる多孔性の組織収容部分３０内に、置くことができる。円形の凹部は示さ
れていないが、代わりにどのような他の形状も使用することができることが理解されよう
。
【００２３】
　図３にさらに示すように、蓋１２ａが閉じられると、発泡体材料２０は組織標本４０を
押圧し、組織標本４０の周りで３次元的に変形して、各組織標本４０の周りに３次元空間
を形成し、組織の処理及び包埋手順の際、各組織標本４０を実質的に固定する。これによ
り、ミクロトームスライスが作製されるとき、一般に図５に示すように、組織標本４０の
完全で連続的な切片を形成することができるように、組織標本４０が組織カセット１２の
底壁３４に対して平坦に保持されるようにすることもできる。弾性発泡材料２０に適した
１つの特定のタイプの発泡体構造は、５０～６０ｐｐｉ（１インチあたりの孔数）の孔サ
イズであり、各孔の直径が約０．０１７インチから０．２０インチである。発泡体構造は
、撓み０．５５ｌｂｓ．／ｉｎ２及び密度１．４ｌｂｓ．／ｆｔ３の２０％撓みの圧縮力
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で、完全に網状化されている。発泡体材料は、ニュージャージー州Ｍｏｏｎａｃｈｉｅの
Ｃｒｅｓｔ　Ｆｏａｍから、Ｔ－５０という名で入手することができる。これはポリエー
テル／ポリウレタン発泡体であり、０．０６インチから０．１０インチの厚さで良好に作
用し、０．０７５インチの厚さが実際的な製造例である。発泡体は、組織処理機の各試薬
サイクル後、処理流体を排出又は放出するように作製されるべきである。発泡体が高密度
すぎる、又は厚すぎる場合、あるいは完全に網状化されていない場合、各流体浴は完全に
清浄し、１つの流体から次へと交換しなければならないため、試薬が相互汚染され、又は
組織に流体が完全に浸透しないことがある。
【００２４】
　使用の際は、１つ又は複数の組織標本４０が、図１に示すように、内部空間又は凹部内
、詳細には底壁３４の上に置かれる。次いで、図３に示すように弾性発泡材料（例えば、
発泡体）２０が底壁３４に対して組織標本４０を支え、閉じ込めるように、カセットの蓋
１２ａが閉じられ、その位置にスナップ嵌めされる。この時点で、閉じ込められた組織標
本４０を含むアセンブリ１０には、真空、熱、及び化学物質を使用して組織内の間質液を
除去し、間質液を溶融パラフィンなど硬化可能な材料で置き換える、従来の組織処理作業
を行うことができる。上記のように、これらの処理ステップ中、発泡体又は他の弾性発泡
材料２０の多孔性の性質により、流体は組織標本４０に到着し、その中に完全に浸透する
ことができる。さらに、発泡体２０は、その後の顕微鏡下の分析に妨げとなる可能性のあ
る歪みや印を組織上に残すことなく、組織標本４０を底壁３４に対して平坦に閉じ込める
。例えば、処理及び分析しようとする組織のタイプに基づいて、異なるタイプの弾性発泡
材料を選択することができることが理解されよう。例えば、小さい粘膜組織標本は上記の
Ｔ－５０発泡体を使用して首尾よく保持し処理することができ、脂肪組織など他のタイプ
の組織は、別のタイプの弾性発泡材料でより良く処理することができる。
【００２５】
　処理ステップは、組織カセット１２とフレーム１４を組み立てる前に実施することがで
きることも理解されよう。組織処理が完了した後、組織カセット１２を図４に示すように
、第２の位置に動かし、収容部分３０がフレーム１４の底面１４ｅより下に露出すること
ができる。次いで、カセット１２及びフレーム１４は適切なモールド（図示せず）内に置
かれ、パラフィン５０に包埋され、下側の露出された収容部分３０を含むアセンブリ全体
がパラフィンワックス５０の硬化したブロック内に包埋される。モールドは一般にカセッ
ト１２の底面の輪郭に従うことができるが、収容部分３０を囲むモールドの部分は、好ま
しくは円形ではなく正方形である。これは、後にリボン状スライスを製造するときに役立
つ。したがって、手順のこの部分は、上記で援用された特許及び特許出願で開示されたも
のと同様とすることができる。本願に記載されているように、次いでフレーム１４を、包
埋されたアセンブリ１０をミクロトームチャック内に設置するための取付具として使用し
、図５に示されたものと同様の十分な切片が取れるまで必要な数のスライスを露出された
下側から取り、顕微鏡スライドの上に適切に設置し、染色し、カバーを載せる。
【００２６】
　図７～１０は、代替実施形態を図示する。この実施形態では、図ならびに以下の説明の
詳細な検討から分かるように、カセットが第１の実施形態とはいくらか異なる設計で作製
されている。図１～１０の同様の参照符号は同様の構造を示すものであり、したがって、
図７～１０に関する追加の説明は必要ではない。図７～１０のダッシュ記号（’）を有す
る同様の参照符号は、図１～６に関して示し説明したものと同様の要素を示すが、図面自
体を詳細に検討することによって、又は図の詳細な検討と以下に述べられた追加の説明を
組み合わせることによって、理解される違いを有する。
【００２７】
　アセンブリ１０とアセンブリ１０’の主な違いは、蓋１２ａ、１２ａ’及び蓋１２ａ、
１２ａ’とカセット１２、１２’の本体１２ｂ、１２ｂ’との連結方法に関する。第１の
実施形態では、蓋１２ａは、カセット本体１２ｂの４つの側面のそれぞれにある一連のス
ナップ嵌めコネクタ１３によって、本体１２ｂに対して下向きに保持されている。これら
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のコネクタ１３は、蓋１２ａの外側フランジセクション１５に係合する。したがって、ユ
ーザは一般に、指でカセット蓋１２ａの４つの側面のそれぞれを下向きに押し下げて、複
数組のスナップ嵌めコネクタ１３のそれぞれと係合させる。図７～１０に示すカセット１
２’は、その代わりに、１２０度離れた３つの連結要素６０を有する円形の蓋１２ａ’を
使用する。要素６０は、蓋１２ａ’が図８及び９に示すように折り畳まれると、カセット
本体１２ｂ’上のコネクタ６２とスナップ嵌めによって連結する。図９にさらに示すよう
に、ユーザが１本の指６４で蓋１２ａ’を押し下げることによって、３つの嵌め合いコネ
クタ６０、６２を利用して、蓋１２ａ’を閉じ、スナップ嵌めによってロックすることが
できる。上記で述べたように、カセット１２’は、図９に示すフレーム１４の上側位置か
ら、図１０に示す下側位置へと、ユニットとして全体的に押し下げることができる。これ
により多孔性組織収容部分３０がモールド６８へと延出する。次いで、モールドをパラフ
ィン５０などの包埋材料で充填することができる。これにより、上記で図４と関連して説
明した構造が形成される。カセット１２’の基本的な穴あき設計は、図１～６に示すカセ
ット１２の穴あき設計に関して変更することができることが、さらに理解されよう。基本
的に、図７～１０に示すモールドカセット１２’の設計によって、カセット１２’を形成
するのに必要なＰＦＡ材料の量が低減される。アセンブリ１０’の他の構造及び機能の態
様及び使用はすべて、第１の実施形態のアセンブリ１０と関連して説明されている。
【００２８】
　以上、本発明を様々な例示的な実施形態の説明によって示し、これらの実施形態をいく
らか詳細に説明したが、これらは添付の特許請求の範囲をそのような詳細に限定又はどの
ようにも制限すると本出願人が意図するものではない。追加の利点及び改変形態は、当業
者には容易に理解できる。本発明の様々な特徴は、ユーザの必要性及び好みに従って、単
独で又はどのようにも組み合わせて使用することができる。しかし、本発明自体は、添付
の特許請求の範囲によってのみ定義されるべきである。
【符号の説明】
【００２９】
　　１０　アセンブリ
　　１２　カセット
　　１２ａ　蓋
　　１２ｂ　本体
　　１３　コネクタ
　　１４　フレーム
　　１４ａ　外壁
　　１４ｂ　外壁
　　１４ｃ　外壁
　　１４ｄ　外壁
　　１４ｅ　底面
　　１５　フランジ
　　２０　弾性発泡材料
　　３０　収容部分
　　３２　側壁
　　３４　底壁
　　４０　組織標本
　　５０　パラフィン
　　６０　コネクタ
　　６２　コネクタ
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